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1
２の「一度の工事」とはどういう状態
を指すのか。

工事着手から完了までの連続する期間
です。

2
８㎡の増築工事中に追加で７㎡増築す
る場合の取扱いはどうなるか。

追加工事の時点で１５㎡の増築とな
り、建築確認が必要です。

3
８㎡の増築工事完了後にあらためて追
加で７㎡増築する場合の取扱いはどう
なるか。

８㎡の増築と７㎡の増築の二度の工事
となり、それぞれが１０㎡以内なの
で、建築確認は不要です。

4
４の「床面積１０㎡以内の棟は、棟数
に計上しない。」のはどうしてか。

建築基準法施行規則様式に付属の（注
意）４．第三面関係⑱の取り決めのと
おりです。

5
新築で床面積１０㎡以内の建築物１棟
を申請する場合、申請棟数が０棟にな
るのは違和感がある。

同上

「福島県内における建築基準法の取扱い」Ｑ＆Ａ

床面積１０㎡以内の増築等について

基準総則


